
議案第３４号 
   北九州市立学校学校運営協議会規則の一部改正について 
 北九州市立学校学校運営協議会規則の一部を改正する規則を次のように定め

る。 
  令和８年１月１５日提出 
                     北九州市教育委員会 

教育長 太 田 清 治   
提案理由 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等

の一部改正に伴い、関係規定を改める必要があるので、この規則案を提出す

る。 



北九州市立学校学校運営協議会規則の一部改正について 

 

１ 国の法改正 

国は、学校教育の質の向上に向けて、教員に優れた人材を確保する必要がある

ことに鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方改革の一層の加速化など

のため、令和７年６月に公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置法、学校教育法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律を改正

した。これらの改正法は、一部を除き、令和８年４月１日から施行予定である。 

上記により、教育委員会は、教員の業務量の適切な管理と健康・福祉を確保す

るための措置（業務量管理・健康確保措置）を実施するための計画（業務量管理・

健康確保措置実施計画）の策定及び公表、計画の内容及びその実施状況の総合教

育会議への報告が義務付けられることになる。 

また、学校は、公立学校が学校評価の結果に基づき講ずる学校運営の改善を図

るための措置が、上記の計画に適合するものとなるようにしなければならない。 

学校運営協議会を置く公立学校（コミュニティ・スクール）の校長については、

学校運営に関する「基本的な方針」に教員の働き方改革の具体的な取組（業務量

管理・健康確保措置）を明記し、学校運営協議会の承認を得ることが義務づけら

れることになる。 

 

 以上のことから、北九州市立学校学校運営協議会規則（令和３年３月１９日教

育委員会規則第３号）の関係規定を改めるもの。 

 

２ 改正内容 

 第６条第１項中第３号を第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

（３） 業務量管理・健康確保措置の実施 

 

現行 

（１）学校経営計画 

（２）教育課程の編成 

（３）その他校長が必要と認める事項 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

改定後 

（１）学校経営計画 

（２）教育課程の編成 

（３）業務量管理・健康確保措置の実施 

（４）その他校長が必要と認める事項 
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 北九州市立学校学校運営協議会規則の一部を改正する規則をここに公布する

。 
  令和８年 月  日 

北九州市教育委員会 
教育長 太 田 清 治  

北九州市教育委員会規則第  号 
   北九州市立学校学校運営協議会規則の一部を改正する規則 
 北九州市立学校学校運営協議会規則（令和３年北九州市教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。 
 第６条第１項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

（３） 業務量管理・健康確保措置の実施 
   付 則 
 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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https://www.mext.go.jp/content/20241220-mxt_kyoikujinzai02-000033587_04.pdf

【参考】文部科学省資料「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進」

https://www.mext.go.jp/content/20241220-mxt_kyoikujinzai02-000033587_04.pdf
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